
議会改革検討調査会記録 

１  日  時      平成２９年８月２９日（火曜日） 

開   会      午 前１０時１４分 

閉  会      午 前１１時５９分 

２  場  所      第 １ 委 員 会 室 

３  出 席 委 員    １４人 

         座   長    柞 山 数 男 

       副 座 長    江 西 照 康 

       委  員    久 保 大 憲 

         〃      竹 田   勝 

         〃      上 野   蛍 

         〃      木 下 章 広 

         〃      押 田 大 祐 

         〃      髙 田 真 里 

         〃      大 島   満 

         〃      尾 上 一 彦 

         〃      村 石   篤 

         〃      佐 藤 則 寿 

         〃      赤 星 ゆかり 

       〃      村 家   博 
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４ 欠 席 委 員    0 人 

５ 職務のために出席した者 

【議会事務局】 

事務局長            中田 貴保

事務局次長            岡地  聡

庶務課長             金山  靖

議事調査課長          福原  武

議事調査課主幹         坂口 輝之

庶務課課長代理          鳥取 則子

議事調査課副主幹        石黒 隆司

議事調査課主任         金井 沙織 
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６ 協議結果について

（１）香典、祝儀の原則禁止について

 （提案の趣旨：香典、祝儀を原則禁止する。）

現状どおり、公職選挙法のルールに従って取り扱う。

（２）事務局から議員への通知方法の見直しについて

（提案の趣旨：事務局から議員への通知を、現状のファクシ

ミリではなくメールで行うこととする。）

  速報性向上の観点から、諸会議の開催内定の事前連絡に

ついて、メールでの案内に見直すこととする。実施に当た

っては、９月中に全議員のメールアドレス登録等の準備を

整え、１０月からの運用開始とする。

（３）予算特別委員会の設置について

（提案の趣旨：予算特別委員会を設置する。）

  提案会派である自由民主党から、提案取り下げの申し

出があり、これを了承した。

 （４）議員親睦会の開催について

（提案の趣旨：会派を超えて議員同士が自由に語り合える

気風の醸成のため、懇談会を実施する。）

議会改革検討調査会の中では、取り扱わないこととす

る。
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 （５）政務活動費のあり方の見直しの到達点（市民への説明、意

見交換）について

    （提案の趣旨：政務活動費のあり方の見直しの到達点を市

民に説明し、意見交換できる場の制度化を行う。）

      現状どおりとする。（政務活動費のあり方検討会での議

論に委ねる。）

（６）一般質問と議案質疑を分けることについて

（提案趣旨：一般質問と議案の質疑を分ける。）

現状どおりとする。

（７）議会基本条例について 

市議会全体としての勉強会や他都市の状況の視察等を

行いながら、議論を深めていくこととする。 

【その他】 

座長提案により、「タブレット端末の導入」を新たな検討事

項に加え、長期的課題として取り扱うこととした。 
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７  会議の概要  

座長     ただいまから、議会改革検討調査会を開会

いたします。 

〔傍聴の申込み（１名）について諮る 

…許可〕  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

座長     協議に先立ち、調査会記録の署名委員に、

大島委員、尾上委員を指名いたします。 

      本日の協議事項に入る前に、お手元には、

委員の皆さんに事前にお配りしておりまし

た協議項目の分類表を、改めて配付させて

いただきました。  

      そこで、この表の中にも記載しております

が、私から、この検討調査会の検討事項と

して、新たに一つ提案したいことがござい

ます。それは、タブレット端末 項目で言

いますと、実施に予算が必要なものの中に

米印で記載しておりますけれども、この

「タブレット端末の導入について」であり

ます。施設整備を考えていくものとして、

モニターとか、プロジェクターとか、いろ

いろな御提案がありました。実は、南砺市

や高岡市でも、このタブレット端末につい
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て整備するということを聞き及びました。

そうであれば、それも含めて、同時に協議

をさせていただければどうかということで、

私から少し御提案させていただきたいと思

いますが、よろしいですか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

座長     それでは、そのようにさせていただきます。 

では、本日の協議事項に入ります。 

      協議事項及び提案の趣旨は、お手元に配付

のとおりであります。  

      まず、協議事項１番目の「香典、祝儀の原

則禁止について」であります。 

      このことについて、皆さんから御意見をお

聞かせいただきたいと思いますが、後ほど、

赤星委員から御意見があるかと思いますけ

れども、私の思いとしては、昨年も、この

ことについては協議をさせていただいて  

この場ではなかったかと思いますけれども、

弔電についてはやめましょうということで

お決めいただきました。しかし、この香典

や祝儀については、議員であっても、それ

ぞれ御事情なり、おつき合いがあるので、

そこに委ねましょうということで、特に制

約を設けたり、統一するといったことはや

めました。当然ながら、公職選挙法にのっ
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とった手順で行われているということで理

解しております。座長としては、この香典、

祝儀の原則禁止については、本調査会とし

て、そのような考え方で進めていきたいと

思いますが、皆さんからの御意見を伺いた

いと思います。  

赤星委員   すみません、ちょっと風邪を引いておりま

して、マスクをつけたままで、座長のお許

しをいただいて、お聞き苦しいと思います

が、どうか御容赦ください。この件につき

ましては、今、座長がおっしゃったように、

以前にも協議をしていただきました。こと

し４月に改選がありましたので、改めて、

新しい議会の皆さんに投げかけたいという

ことで、今回、提案をさせていただいてお

ります。先ほど事前に、「金沢市議会の慶

弔に関する申し合わせについて」という資

料を配らせていただきました。昨年６月議

会で大問題になりました、議員報酬の月額

１ ０ 万 円引 上 げの 中 で 、「お 金が 足り な

い」だとか「出費が多い」とか、そういう

ことが言われました。当時も、議員という

立場だからこそ必要となってくるいろいろ

な出費を見直したほうがいいのではないか

と、当時、私も申し上げていて、例えば金

沢ではこういうことを  香典は、議員本人

7



が出席するお通夜やお葬式であっても、議

会の共通の弔意を表す名刺をつくって、そ

れを持参して、弔意を表すということをや

っておられるので、参考にしてみてはどう

かということも申し上げたのですが、それ

は検討されませんでした。そして、市民の

多くが反対していた、議員報酬の１０万円

引上げが行われてきました。そういう経緯

から見ましても、出費をできるだけ抑える

という面から、皆さんにもう一度、御検討

いただけないかなと思っている次第です。 

村石委員   結論的に言うと、座長が言われるように、

公職選挙法にのっとった取扱いをやってい

くことが基本であると思っています。ただ

し、議員政治倫理条例が検討課題に上がっ

ていますので、その中では、今後どうして

いくのかということは、継続して議論して

いけばいいと思います。実際にあった話で

すが、弔電をなくしたときに、ある市民の

方から投書をいただきました。その内容は、

議員の目線だけで、議員の支出を減らした

いというだけで、弔電や香典のことを考え

ないでほしいと。自分たちは弔電をもらっ

たらしっかりと読むし、香典をいただいた

ら、心から弔意をいただくことになると。

したがって、市民目線のことも考えてほし

8



いという投書がありました。そういう人も

中にはおられるということで、ただ、そう

いう人ばかりではないことも事実です。お

金がかかるから、そういうことはみんなで

やめたほうがいいという意見も、もちろん

あるわけで、そういう意味では、結論的に

は、公職選挙法にのっとった扱いとして、

今後、継続して協議をすべきだというぐあ

いに思います。  

佐藤委員   私ども公明党会派も、かつて各派代表者会

議で、この提案を検討項目として入れては

どうかということで、相談させていただき

ました。その経緯もありまして ただ、冒

頭、座長から報告がありましたとおり、そ

のときには当面といいますか、現状や市民

等の意見も、いろいろな角度で研究をしな

がら、私どももまた、先ほど村石委員がお

っしゃったように、現状として、公職選挙

法にのっとったところを厳守する中で検討

をしていけばいいのではないかというとこ

ろで落ち着いた経緯もございます。恐縮で

すが、今回、改めてこれを提出されました

けれども、その後、新たな意見収集をして

いませんので、これはまた継続という思い

でおります。 
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久保委員   先輩方には大変恐縮なのですが、議員とい

う立場で、金銭的負担  香典であったり祝

儀について、こういった考え方をすること

は、私たちも一市民であり、社会人である

わけですから、大変お世話になった方のお

葬式に参列し、例えば、香典を出すこと自

体を、議会として、申合わせであったり、

ルールとして、決めなければならないのか

と。金銭的負担と考えること自体が、そも

そも議員の姿勢として間違っているのでは

ないかなと思います。そもそも、金銭的負

担と言われたときに、地域の方であったり、

参列されている方がどう思われるのか、そ

ういったことも市民目線ではないと思いま

すし、さらには、少なくとも私の支持者な

いし地域では、議員だから出て来いとか、

議員だから香典を包めとか、私は一切そう

いった要求は受けておりませんので、日々

の議員活動の中で、これは全く問題になら

ない、問題にしてはならない事項ではない

かと、個人的には思っております。 

尾上委員   皆さん、いろいろな御意見があろうかと思

いますけれども、全面禁止ではなくて原則

禁止という書き方は、例えば、ものすごく

親しい人  身内とか親戚とかであれば出し

てもいいよという意味なのだと思うのです
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けれども、例えば、あの人には出してこの

人には出さないとか、この原則というやり

方をすると、葬儀に行ったら、いろいろと

難しいところもあるのではないかと。かと

いって、もう一切だめだというのも、例え

ば、自分の親が亡くなって、香典をもらっ

ているところには、今、久保委員が言われ

たように、やはり、お返しをしないといけ

ないというようなこともあろうかと思いま

す。そういったことも含めますと、なかな

かこれは、この中で全てを決めてしまうと

いうことは難しい話なのかなと。やはり今

まで皆さんがおっしゃったとおり、議員と

しての考え方の中で、臨機応変にやってい

くということが正しいのかなというふうに、

私は思っております。  

押田委員   私も、久保委員、尾上委員と一緒の意見で

して、公職選挙法にのっとって、各自それ

ぞれが考えるべき問題で、議会で考える問

題ではないとは思います。同じ地区に議員

がいたこともありますし、その方が参列さ

れ る と いう 話 は聞 い た こと があ り ます 。

「あんたは行かんがけ」という話も聞きま

したが、申しわけないのですけれども、私

はその人とはお話をしたことがなく、御家

族 の 方 とも お 話を し た こと がな い ので 、
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「行きません」というふうにしっかりとお

答えしました。これは、議員個人と亡くな

られた方との人間関係だと思います。１度

テレビで、富山市議会議員の方が、あそこ

の会派の人が行くから、私も行かざるを得

ないというふうに発言されていたのを聞い

たことがあります。私はそれを見て、この

人のお参りというのは、誰かが行くから、

私も行くのだというもので、そういうお参

りなら、議員個人でやめられたらいいので

はないかと思います。あくまでも公職選挙

法にのっとって、心からお参りをしたいと

思えば、行けばいいのではないかと思いま

す。あくまでも、公職選挙法にのっとった、

個人対応でやるべきだと思っております。 

竹田委員   この問題を考える際に、例えば１０年前  

正確にはわかりませんが、１０年くらい前

であれば、議員の中には、そのエリアの全

ての有権者の方々のお参りをして、香典を

持参していたというケースがあろうかと思

います。しかしながら最近の例で言います

と、そういうことは全くなくなりました。

知り合い、あるいは、お世話になった方、

人間として常識の範囲内でしっかりお参り

をして弔意をあらわすというように、極め

て常識的になっておりますので、あえて何
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か  申合わせにしても、先ほどの原則禁止

の原則論についても難しい解釈になってき

ますし、そこまでは必要ない。これが私の

結論です。  

上野委員   今ほど何人かの委員の方も言われていたの

ですけれども、公職選挙法にのっとってす

ることは、もちろん当然のことだと思いま

すし、昨年のこともあったので、皆さんそ

れぞれに考えて、今、対応をしておられる

と思います。この原則禁止という表記自体

がそもそもよいのかということも含めて、

継続的に審議していく必要性があるのでは

ないかと、私どもは考えております。原則

という形になると、先ほど尾上委員も言わ

れましたけれども、どこまでが原則なのか

というところまで踏み込まないと、なかな

か決められないと思いますので、そのこと

も含めて継続協議にしていただきたいなと

いうふうに思います。  

大島委員   私は、ことし４月の選挙が終わったあとに

葬儀を経験しておりまして、皆さんと同じ

考えなので、一言申し上げたいと思います。

香典につきましては、やはり、いただいた

ものについては今後お返しするという気持

ちがあります。議員だから持っていけない
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というのは、非常に困る、矛盾するという

ふうに思っておりますので、これにつきま

しては、公職選挙法どおり、本人が必ず持

っていくということを徹底していただくと

いうことを一度確認してもらいたいという

ことと、祝儀につきましても、その辺は徹

底をしていただければというふうに思いま

す。公職選挙法に違反しないようにという

ことで、確認をしていただきたいと思いま

す。あと、赤星委員が提案された、金沢市

議会のカード  お悔やみのカードを持って

行くということにつきましては、一見よさ

そうなのですが、例えば、もらったあとで

議員をやめたり、あとにカードを持って行

くということができません。これはいいよ

うで悪いのではないかと思っておりますの

で、公職選挙法にのっとってやるべきでは

ないかなというふうに思います。  

佐藤委員   公職選挙法にのっとるという話をしました

けれども、一応、当然のこととして省いた

ことがあって、要するに公職選挙法の本意

としては、もともと寄附行為の禁止という

ことを前提として、寄附行為を縛った中で、

あえて言えば、香典等についてはやむを得

ない  日本の社会の通念上、これは認めて

もいいのではないかという意味で、本人が
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行けばということが認められています。大

変恐縮なのですけれども、私たちはそれを

前提として、お金の云々だとか、負担が

云々だとか、そういう議論とは全く根本か

ら違うということだけは御理解いただけれ

ばというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

木下委員   皆さんのお話もお聞きしたのですけれども、

確かに、金銭的な出費ということは、議員

報酬も限られていますし、議員としての活

動もしていかないといけないということも

あるのですが、祝電や弔電を廃止したとき

にあったのが、誰々も出しているからとい

う、出費面だけではなくて、誰々が出して

いるから出さざるを得ないという、祝電合

戦、弔電合戦が背景にあったと思うのです

ね。これも構造は全く一緒だと思っていて、

誰々が出していたからとか、頭の中でそん

たくするというか、考えるとか、そういっ

たことで、本心からではなく出していたり

とか、正直、そういったこともまだあると

思うのです。今、金沢市議会でも実際にこ

のようにされているということで、できな

いことはない。すごく急進的というか、か

なり大きな変化なので、この案を聞くと、

やはり最初はびっくりされる方も多いと思
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いますし、私も、そこまで踏み込んでまで、

とは最初は思ったのですが、やはり継続的

に考えていって、富山市議会としてはどの

ように対応していくのかということを考え

てもいいのではないかと思うのですね。そ

れで、議員の活動に集中できるようにする

ために、確かに急進的な考え方、大きな変

化かもしれないけれども、継続的に考えて

いってもいいのかなというふうに思ってい

ます。 

竹田委員   今の木下委員のお話は、私は特に弔電の廃

止ということで、かなりの程度、それはな

し遂げられたと思います。そういう他の議

員が出しているから、出さなければいけな

いということは、弔電の廃止で横にそろっ

たという感じがいたします。私の短い経験

なのですが、例えば、議員同士が同じ葬儀

場で重なると、そういうことがないことは

ありません。それは故人がいかに交際範囲

が広くて、立派な方で、皆さんに慕われて

いて、また、社会的なお世話も十分にした

ということでありまして、何も売名行為に

基づく横並びで葬儀に列席する、お祝いに

列席する  お祝いは御案内を受けないと行

けないわけですし、そんなことは、やや杞

憂というか、私はそういう印象を受けます。  
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久保委員   今、佐藤委員から言われたこと  寄附行為

に関する考え方は、私もよくわかっており

ます。木下委員には大変申しわけないので

すけれども、私たち議員の意識を改革する

ことがまず大前提で、香典とかは政治活動

でもなければ、選挙運動でもないのですよ。

そういう考え方を議員が変えていかないと、

これを原則で縛っていこうということ自体

が、何となく皆さんが、政治活動の一環と

か、そういうふうに考えていると市民から

も見られるので、まずは議員が考えを改め

るべきだと思います。ほかにもたくさんや

らないといけない改革事案がありますので、

何でも継続にしていくのではなく、座長に

はぜひ、しっかりと絞るべきテーマを  こ

の１年の中で少しずつ結果を出していかな

いといけないと思いますので、より迅速な

差配をお願いしたいと思います。  

座長     いろいろと御指導をいただきまして、あり

がとうごいます。継続というお話もありま

したし、様子を見ようではないかというお

話もありました。また、議員として姿勢を

正して対処すべきだというお話もありまし

た。昨年から、弔電、祝電については禁止

をしておりまして、その効果は相当なもの

だというふうに思います。しっかりと周知
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されてきている。その中で、そういう行動

とともに、この中身について、それぞれ議

員としてのモラルを向上させていっていた

だければありがたいと思います。結論的に、

今、現状どおりということで、それぞれの

思いの中で継続して、注視していただけれ

ばありがたいと思っておりまして、議会改

革検討調査会においては、このことは本年

度は取り上げないということで、これで議

論を打ち切りたいというふうに思います。

そのようにしてよろしいですか。  

      〔「異議なし」と呼ぶものあり〕  

座長     それでは、そのように決定いたします。 

次に、協議事項２番目の、「事務局から議

員への通知方法の見直しについて」であり

ます。 

      このことについて、事務局から意見をいた

だきたいと思いますが、よろしいですか。 

議事調査課長 議員の皆さんへの通知方法の見直しにつき 

まして、事務局としての考えを御説明させ

ていただきます。この提案の主な趣旨は、

ペーパーレス化と速報性の向上でございま

すけれども、事務局といたしましては、ま

ず、連絡事項や情報が間違いなく議員さん
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へ届いているという確実性が重要と考えて

おります。一般的に行政側といたしまして

は、この確実性が重要と考えておりまして、

現在でも、紙ベースでの通知などの対応が

多く行われております。また、職員に貸与

されております職場のパソコンからメール

を送る場合、通知文などを添付ファイルに

して送付した場合は、職員間ではすぐに開

くことができますけれども、それ以外の場

合は、セキュリティーの関係から、添付フ

ァイルを開くためのパスワードも自動的に

送付されることになっており、そのパスワ

ードでセキュリティーの解除作業をしなけ

ればならないという煩わしさもございます。

そういったことから、メールの場合、本文

欄にべた打ちをすることになりますが、そ

うした場合、携帯電話やスマホなどでは、

画面が小さいため、見落としも心配される

ところです。したがいまして、これらを考

えますと、まずは試験的に諸会議開催の内

定の事務連絡のみを、メールの本文欄にべ

た打ちで御案内することから実施してはど

うかというふうに考えております。なお、

その際は、送信完了のみを確認することと

させていただきたいと思っております。メ

ールのみといたしましたのは、何か問題点

がないか、その試験的結果を洗い出してみ
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たいと考えておりまして、それらを検証し

まして、さらに今後どうしていくかを検討

してはどうかと考えております。よろしけ

れば９月中に全議員のメールアドレスを１

件に限って登録させていただきたいと思っ

ておりまして、後日改めてそのあたりを御

案内させていただきたいと思っております。

事務局からは以上でございます。  

江西委員   課長、事務連絡のみということを説明する

ことだったのが、その単語が、メールに変

わっているのではないかと思うのですが。 

議事調査課長 事務連絡のみをメールで試験的に、本文に  

べた打ちして送付したいと思っております。  

尾上委員   メールだけでということですね。 

議事調査課長 メールだけでということです。  

座長     今までは、ファクスで自宅に文書を送付し

ておりました。随時自宅にいて、その番を

しているわけではないものですから、速報

性を達するために、メールにしてはどうか

という提案だと思うのですね。今、事務局

からは、いわゆるセキュリティーの問題が

１つ、それから、公文書の取扱いに厳重を
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期さないといけないということが、もう１

つあるわけですね。それで今、試験的に事

務局からの事務連絡ということで、例えば

この議会改革検討調査会をきょうやります

よ、この日をあけておいてくださいよとい

う確認が、今は事務局からファクスで来て

いると思うのですが、このことについてだ

け、メールで試験運用させていただけない

かと。この状態を見て、担保できるもの  

セキュリティー的なこと、公文書の管理的

なことも含めて、運用できるようであれば、

それから始めていきたいと、要約すればそ

ういう説明だったと理解していただきたい

と思います。それでは、委員の皆さんの御

意見を求めます。  

佐藤委員   事務局にそれで対応していただくというの

であれば、それで承知なのですが、私は、

そもそもこの提案の意味は、ペーパーレス

化のためということなのかとか、速報性  

私が古いのかもしれませんが、元来メール

というのは、昔はデスクトップのパソコン

で、自分が見たいときに見るというような

もので、逆に言うと、自分が取りに行かな

いと見られないというようなところから始

まっていたと思います。今どきはメールも

携帯電話に転送していて、私はすぐに読み
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ますし、ファクス等でも、機能によっては

そのまま携帯電話、スマホ等に転送すると

いうこともできますので、いろいろな工夫

で、自分で速報性に対応するということは

あり得るのかなと思っています。そもそも

メールで入れる  もう１回事務局に確認で

すけれども、事務連絡については、そのか

わりに今までファクスを入れていた事務連

絡は入れませんと、メールだけにしますよ

と。要するに、事務局の仕事をいっぱい増

やす  何を目的にするのかということが、

ちょっと見えない部分もあるので……。ま

ずはそこからという提案ですので、最終的

には、今の事務局の提案で結構なのですけ

れど、要はそれで、１回こっきりのメール

で、それでちゃんと皆さんが納得できるの

か。また、やはりファクスにしてくれ、も

しくは両方してくれということも、セキュ

リティーだけの問題だけではなくて、議員

が速やかに、また、ペーパーレスとしても、

それをキャッチできるのかということをち

ょっと試してやってみたいということだと

理解をしていて、それについては賛成とい

うことです。 

村石委員   メールということで、試験的にやることに

は賛成です。私の場合は、確実性を強調し
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たいと思います。私のところのファクスは、

一定容量になったらはねてしまう、拒否し

てしまう。そうしたら事務局から電話がか

かってくるのです。「ファクスをしても受

け付けてもらえないので、どうでしょう

か」と。ですから、確実性のことを考える

と、メールでお願いします。メールは毎日

必ず見ることにしていますので、メールで

いいと思います。  

上野委員   これは私どもからも提案をさせていただい

ていて、ペーパーレス化ということも含め

て検討をしていただきたいなと思って提案

させていただいたのですけれども、長期的

課題として、座長から提案されたタブレッ

ト端末の導入という、新しいことも含めて

検討をされると思いますので、まずはメー

ル等で慣れていただくということも必要な

のかなというふうに思います。そのことも

含めて、事務局の方の作業も確かに増える

のかもしれませんが、随時していただける

ということで、大変ありがたく思います。 

木下委員   私のほうからも提案させていただいたので

すけれども、ファクスのみという状況から、

別の方法を  現代的な別の方法も模索して

いくということが大事なのではないかと思
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いまして、今、事務局からも試験的に、１

番最初の、会議が行われるよという通知を

まずは始めようということなので……。そ

して、座長からタブレット端末の話もあり

ましたし、今後、議会もＩＴ化をしていく

可能性がありますので、まずはその第一歩

として、ぜひ試験導入をしていただきたい

と思います。 

座長     それでは、よろしいですね。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

座長     試験ということでスタートをさせていただ

きます。そのように、決定させていただき

ました。 

      次に、協議事項の３番目の「予算特別委員

会の設置について」であります。  

      この提案でありますが、提案者は自民党で

あります。私のほうから、この提案につい

ては取り下げさせていただきます。会派内

で協議をさせていただきましたが、やはり

過去にもこの議論を何度かしております。

結果的に自民党で提案して、自民党で取り

下げた前例もあって……。なぜかというと、

予算特別委員会をやると、やはり常任委員

会にかける議案がなくなって、形骸化され
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ていったということで、委員会でそのこと

は審議していくべきだろうということです。

予算特別委員会は、この先例から見ると、

やめたほうがいいということが自民党会派

内では大勢でありまして、今回、大変申し

わけありませんが、この提案について取り

下げさせていただきます。よろしいでしょ

うか。 

大島委員   そのように思い切っておっしゃっていただ

いて、私もどういうふうに対応すればいい

か、準備をしてきたつもりだったのですが、

ありがたく思います。これについては、中

期的課題ということなのですけれども、今

後、この４年の間に、そういうお話をされ

る可能性があるかどうかだけ、ちょっと確

認をしておきたいのですが。  

座長     私は将来  明日のことも予測できませんけ

れども、これまでの経緯から言うと、今ほ

どお話したとおりで、よほど今のやり方で

何か支障があるということであれば、全員

の合意のもとで、そのことついて対処しな

ければならないと思います。御案内のとお

り、今、富山市議会では、一般質問の中で

一問一答という方式も取り入れております。

これはかなり画期的なことだなと、最近改
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めてつくづく思っておりまして、予算特別

委員会というと、一問一答という議論のや

り方でございまして、このことは本会議場

で既に私どもの議会では始めておりまして、

このことをもって全てに対処できるわけで

はございませんが、一方で、そのことを補

完することでもあるというふうに思います。

よほどのことがない限り  支障があれば、

そのときに議論をされるかと思いますので、

今回は、取り下げさせていただきたいと思

います。 

大島委員   御英断に感謝いたします。  

座長     それでは、そのような結論にさせていただ

きますので、次に進ませていただきます。 

      次に、４番目の「議員親睦会の開催につい

て」でありますが、これは、日本維新の会

さんからの提案でしたか。 

木下委員   そうです。 

座長     多分この親睦会というのは、議員全員で親

睦したり、それぞれで親睦するということ

であろうかと思いますが、このことまで当

調査会で決めていかないといけないという

ことは、ちょっとどうかと思いながら、と
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もかく、３６５日、議員間でどういう交渉

であろうと  交渉するのが議員だろうと思

いますので、このことも含めて、それぞれ

の判断で呼びかけてやっていただきたいと

思います。この議題については、当調査会

で取り扱うことは、課題とは違うのではな

いかと思いますので、よろしくお願いしま

す。皆さんからの意見を求めます。 

木下委員   確かに名称が議員親睦会というのは  私も

しっかりと掘り下げて、固められなかった

ことは、正直、甘かったと思います。先日

廃止された議員親睦会と名称が一緒ですか

ら、ちょっと安易だったかなと思うのです。

私の提案した本質としては、各種委員会だ

とか正式な会議、こういう会議の場を離れ

た場での、議員同士の話し合いが、本当の

会議における議論の活性化や円滑化、長期

的には、富山市議会全体としての力につな

がるという思いから、提案させていただい

たのです。議員親睦会という名称では、旧

来の、廃止された親睦会のイメージになっ

てしまいますから、議員懇談会と言ったほ

うが、私の思いとしては、より近いのでは

ないかと思っております。この発想のヒン

トというのが、ことしの３月議会が終わっ

た後に、市長部局の方と議員が集まって話
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す機会があって  あの場はお酒が入る場だ

ったのですが、私は議員になってから初め

て、各会派をまたいでいろいろな方とフラ

ンクに話す機会があって、そこで初めて、

この方はこういう考え方を持っているのだ

なと思うことがあって、それで通じ合った

り、こういう人なのだなと親近感と言いま

すか、そういうことがあったものですから、

お酒が入らない場で、会議室等を使って、

オフィシャルな形での懇談会みたいなもの

を、今後また検討していただけたらなとい

う思いであります。 

大島委員   同じ部屋のよしみで少し補足しますと、議

員全体で話をする機会が少ないものですか

ら、会派を超えて、今後  例えば、議会基

本条例の中で、公聴会をいろいろな地区で

開催をするときのステップアップの１つと

して、気心が知れておいたほうがいいとい

うふうな思いもあって、こういう御提案を

少し言葉足らずだったかもしれませんが、

基本的には、そういうことを考えておられ

るということを少し補足しておきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

赤星委員   この会議での議題にしないということはわ

かるのですけれども、実は先週、議会改革
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について、大津市議会に会派で視察に行っ

てまいりました。その中で、会派の垣根を

越えて、年末に議会大忘年会というものを

やっているそうなのですね。普段から、会

派控室をお互いに自由に出入りして、行っ

たり来たりしていると。そういう垣根を越

えたおつき合いが、議会改革を進める原動

力ともなっていますというお話を聞いてま

いりました。なので、こういう御意見があ

りますよということで、今後、各派代表者

会議なり、議長のほうで、お取り計らいい

ただくというようなことがあってもいいの

ではないかなと思います。 

村石委員   基本的には、親睦会とか懇談会ということ

は、やはりこの調査会のテーマとしては適

さないということで、やるとすれば実行委

員会方式ですね。実行委員会を構成して、

その中で、いつやって、どういうやり方を

すればいいかということを決めればいいと

思います。その目的は、赤星委員が言われ

ることと似ているのですが、二元代表制  

議会は二元代表制の一方だから、チーム議

会として、みんなで会派の垣根を越えて、

富山市のためにいい政策を提言していこう

と、そして頑張ろうと。あるいは、一年間

頑張ったねとか、今後またこういうことを
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頑張ろうということを、お互いに意見交換

するための  忘年会なのか、何がいいのか

わかりませんけれども、そういうことは、

やはりあったほうがいいのではないかと思

います。ただし、実行委員会方式で、議長

もかかわらないし、役職の人がかかわるわ

けではなくて、それぞれの話し合いでやれ

ばいいと思っています。 

上野委員   今ほど何人かの委員が言っておられました

けれども、議会として一つとなって改革を

行っていくという上で、会派を超えたとこ

ろの、何かしら意見交換であったり、そう

いったことができる場を改めて考えていた

だきたいと思っております。確かに、懇親

会という形で、この場ではふさわしくない

と思いますので、各派代表者会議というこ

とであればそこでやってほしいと思います

し、議長のほうに提言という形でもお願い

したいなと思っております。  

久保委員   私は、この議会改革に関して、個人の研さ

んとか個人の努力で賄えるものについては、

わざわざこういう場であったり、ほかの場

でもやるべきではなくて、木下委員が大忘

年会をしましょうと言って、皆さんに声を

かければ、多分、自民党会派であれ、会派
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を超えて参加される方は多数いらっしゃる

と思うのですよ。何でも議会で何かグルー

プをつくって決めないといけないとか、実

行委員会をつくろうとかという考えではな

くて、まずは議員個人個人が働きかけた上

で、木下委員が呼びかけたけれども誰も来

なかったから、例えばこういうことをグル

ープで、議会みんなで取り組みましょうと

いう提案にしていっていただかないと、余

りにもちょっと、こういうことに議論の時

間を割いていること自体が、議会改革を推

進していく上での妨げとなっていく可能性

があると、私はそこを大変危惧しておりま

すので、その辺は議員個々が、まずは頑張

るところからやっていただきたいなと思い

ます。 

佐藤委員   冒頭、提案の木下委員からお話がありまし

たが、内容的には、レクリエーション的な

ものも含めた懇親ということとか、あとは

先ほど村石委員がおっしゃったように、私

も木下委員の思いを感じてみても、やはり

二元代表制の議会として、政策的にどうだ

とか、そういう意見交換は、できればやっ

ていくような、そういった意味で、議会基

本条例に関することとして、私どもは意見

交換会、もしくは政策討論会みたいなもの
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を設置してはどうかということを提案させ

ていただきましたけれども、そういった趣

旨なのか、大忘年会的な趣旨なのか、幅広

い名称でしたので。いずれも否定するもの

ではないのですが、議会としては年度末に

当局及びそれぞれ議員間の、まさに御本人

が冒頭におっしゃったとおり、そういう交

流の場も設けるようにしておりますし、座

長が冒頭におっしゃったように、あとは個

別に  当然、議員ですから、自由に他会派

とも、会派を超えた意見交換をどんどんや

っていけばいいと思っていますので、この

趣旨がよく理解できないところもあったの

ですが、今ほどの、そういうレクリエーシ

ョン的なものについてのトーンであれば、

これはあえて議論をするようなことは控え

てもいいのかなと思います。  

竹田委員   大体、議論は方向づけできたようなのです

が、いずれにしても、この議会改革検討調

査会においては、二元代表制の一翼を担う、

あるいは、当局のチェックアンドバランス

機能を果たすためには、どういうことをし

なければいけないのか、どういう仕組みに

しないといけないのか。この委員会の性格

は、議会の権能を高めるためだということ

も申している人もおりましたし、そういう
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ことから言うと、今のテーマの必要性は皆

さんがるるおっしゃいましたので、この取

扱いについては座長に一任 一任と言うと、

語弊がありますが、何となく実行委員会形

式でやるような路線で木下委員に一任する

もよし、あるいは、それぞれの会派からメ

ンバーを募るのもよし、それも含めて、議

論はこの限りにしまして、方向づけだけを

していただいて、終止符を打ったらどうで

しょうか。  

座長     大体意見が出たようでございます。御意見

があったように、それぞれが課題に向かっ

て調査研究なり、あるいは意見聴取なり、

あるいは、それを反映するところであれば、

日常の活動の中で、どの会派であろうと、

他会派であろうと足を向けていただいて、

いろいろと御意見を交わしていただければ

と思います。それから、レクリエーション

なり懇親については別途、この調査会では

なくて  多分、木下委員が幹事長になられ

るのかもしれませんが、そういう形で進め

られればいいなと思います。会派に戻られ

て、そういう意見があったということを、

少し会派内で通達をしていただければとい

うふうに思います。よって、この調査会で

は、この課題についてはこれで取り上げな
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いということとさせていただきたいと思い

ますが、よろしいですか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

座長     それでは、次に進めさせていただきます。  

      次に、５番目でありますが、「政務活動費

のあり方の見直しの到達点について（市民

への説明、意見交換）」であります。 

今、現状の中で、政務活動費のあり方検討

会が設置されております。座長といたしま

しては、その検討会で検討される事項であ

って、私どもも同じことをやるということ

は、あまり合理的ではないということを思

っておりまして、この課題については、政

務活動費のあり方検討会のほうで議論をし

ていただくということを思っております。

委員の皆さんから、御意見を求めたいと思

います。よろしいですか。 

赤星委員   これは昨年から、運用指針の見直しを進め

る中で、重ねて提案をしてきたものです。

議会としては、今現在、ここまで頑張って、

ここまで見直しましたよということを、節

目節目で市民の皆さんに説明をして、御意

見をいただくということをやりながら、市

民目線で見直しをかけていくことが必要だ
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という観点から、提案をさせていただいて

おります。  

座長     赤星委員から思いを語っていただきました。

他の委員、何か御意見はありますか。やめ

るということではなく、審議は、政務活動

費のあり方検討会でやってもらうというこ

とを言ったわけでありますが。 

村石委員   座長が言われることは、整合性などを考え

れば、わからないでもないです。ただ、政

務活動費のあり方検討会は、全ての会派が

参加していないということなどがあるので、

少なくとも、政務活動費のあり方検討会で、

どういう視点で検討してほしいのだという

ような、検討項目みたいなものを、この調

査会のほうで決めた上で、それをあり方検

討会のほうに持っていくということにした

ほうが、よりいろいろな会派の意見を盛り

込んで検討してもらえるのではないかなと

いうぐあいに考えます。 

座長     この調査会もそうですが、議長の諮問機関

ということで、議長に答申するわけですね。

ですから、またそういうセクションをおい

て、間接に、間接にというようになる話で

ありまして、ともかくダイレクトにあり方
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検討会でやっている、受け皿があるわけで

すから、そこで議論をしていただければい

いと、私は思います。  

大島委員   政務活動費のあり方検討会の組織について

は、やはり早急に廃止ができるような方向

で努力すべきだというふうに思っておりま

すし、その委員の方々もそう感じておられ

るのではないかと思っておりますので、そ

こで一区切りついたところで、１度説明を

するということを、こちらの検討事項とし

て提言するということも、よろしいのでは

ないかというふうに感じております。 

座長     将来的な御意見として承ります。 

佐藤委員   今ほど座長からお話がありましたとおり、

ちょっとこの趣旨がわからなかったところ

もあるのですが、政務活動費のあり方の見

直しということで、昨年は、あり方検討会

等で、さまざま、それなりに前進をしたの

かなと。市民の皆様にも、ある程度、理解

をいただけるところまで来たのかなという

ふうには思っています。いずれにしても、

あり方検討会は厳然と存在しておりますの

で、やはり、この項目のタイトルからして

みると、私も座長と同様に、ここは議会改
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革検討調査会として介入すべきことではな

くて、素直に、政務活動費のあり方検討会

のほうで、市民にも説明をするような、そ

ういった場を設けるというような趣旨なの

かなと思っておりました。いずれにしても、

この議会全体として取り組むことでありま

すので、そこに参加をしていない会派でも、

当然、座長等に意見を言うだとか、この項

目自体の  見直しだとか、到達点云々とか

いうことの議論は、あり方検討会のほうで、

しっかりと審議等をしてもらう内容ではな

いかと理解をしておりまして、それでよろ

しいと思うのですが。  

木下委員   内容的にお聞きしまして、結局、市民の方

たちにどうやって信頼を得るのか、信頼回

復するのかというところで、やはり政務活

動費というのは昨年問題になりましたから、

市民の方々に、何か説明する機会  今、こ

ういうふうな制度になりましたとか  私た

ちは中にいるので、そういう情報にじかに

接することができるので、理解しやすいの

ですけれども、外の方は、メディアを通し

てという形になりますから、全ての情報が

伝わっているわけではない、要点しか伝わ

っていないと思うので、やはりこういった

機会は、私は大事だと思うのです。それで、
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やはり皆さんおっしゃるとおり、政務活動

費のあり方検討会という専門の会議もあり

ますので、そちらでこの話を深めていって、

市民の方に、今の富山市議会の政務活動費

の運用指針はこうですとか、こういうふう

に変わっていっているのです、また、こう

いう方向を目指していますとか、そういう

機会を持つことは大事かなと思っています。  

上野委員   今ほど、たくさんの方がおっしゃられてい

たのですけれども、議員個人個人として説

明はされていると思いますし、今どういう

ふうになっているのかは会派のほうでもさ

れていると思うのです。ただ、議会全体と

しての説明責任は、まだ果たされていない

のかなというふうに感じていますので、検

討事項として、あり方検討会のほうにバト

ンをタッチしていただければというふうに

思います。  

座長     それでは、皆さんの御意見にもありました

とおり、政務活動費のあり方検討会のほう

で、このことについて議論をしていただく

ということでお願いしたいと思います。 

よろしいですね。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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座長     それでは、そのようにさせていただきます。 

      次に、協議事項６番目の「一般質問と議案

質疑を分けることについて」であります。 

      今は、一般質問と議案の質疑を同時に、一

般質問を議案の質疑も含めてやっておりま

す。県議会もそうでありますが、過去、議

案質疑だけというと、かなり、本会議場で

持論を展開されて、議長にとめられるとい

うケースもあったやに聞きました。確認は

しておりませんが、そういうこともあると

いうことで、あまり分けると、また新たな

議案質疑ですから、提案されたことにつ

いてだけ、わからないことを聞くわけであ

りますので、それだけを別に  これは本会

議場でなのだと思いますが 本会議場です

るということになると、そこまでする必要

性があるのかなという思いであります。座

長の思いはそうでありますけれども、委員

の皆さんの御意見を聞かせていただきたい

と思います。 

大島委員   提案者として発言します。皆さんには釈迦

に説法ですが、一般質問と議案質疑はまず

違うということと、以前に富山市議会は分

かれていたのが一緒になって、一般質問の

持ち時間が１年間に９０分になったと。現

在はインターネット中継もありますし、ケ
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ーブルテレビの中継もありますことから、

議長にとめられるまで持論を展開するとい

うことは、まずないのではないかなという

ふうに思っています。それと、一般質問に

ついては、全体に対して、自分の意見を表

明できるわけですけれども、定例会のみで

ございまして、臨時会について付議された

ものを質問するということは当然できない

ので、これは当然、質疑になってくると思

うのですけれども、その辺は、やはりある

程度分けて、一般質問の時間は決められた

時間で、議案質疑は議案質疑という形で、

分けていただいたほうがよろしいのではな

いかなと思います。 

尾上委員   先日、質問に関する勉強をしてきました。

そのときの講師の先生も、今言われたよう

に、一般質問と議案質疑というものは、全

く性質が異なるもので、こうだこうだとい

う説明もございました。それを聞いており

まして、やはり分けると逆に質問しにくい

というようなことを思いました。やはり、

一般質問と議案質疑をあわせて富山市議会

ではやっていますので、ある程度の持論展

開もできますし、議案の質疑、議案に対す

ることについても、ある程度一般質問に絡

めてできる部分もありますので、私は今ま
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でのやり方のほうが、市民にもわかりやす

くて、市民のための質問ができるのではな

いかというふうに思っていますので、あえ

て分ける必要はないのかなと思います。 

久保委員   私も尾上委員の考え方と一緒で、まず、今

の一般質問のあり方が、非常にわかりやす

くて、きょうの議題には上がっていません

が、例えば、分割質問分割答弁のような、

もっとわかりやすい形を追求していくこと

もいいと思うのです。ただ、この議案質疑

と一般質問  議案質疑に関しては、委員会

でも付託をされているわけですし、先日、

厚生委員会で視察に行ってまいりました。

厚生委員会の中では、会派を超えていろい

ろな意見を言い合いながら、委員会をもっ

と活性化していこうという、そういった意

気込みというか、流れが今できつつありま

すので、どんどん委員会の機能を活性化さ

せて、この議案質疑については、市として、

議会として、委員会という場をもって、も

っともっと活性化していくことで、十分可

能ではないかなというふうに思っておりま

すので、私としては今の時点でこれを分け

ることについては必要性を感じません。 

村石委員   基本的には分けたほうがいいと思います。
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先ほど尾上委員も冒頭のほうに言われまし

たけれども、議案質疑と一般質問というの

は、内容が違うということです。私たちは

一般質問をするときには、数カ月前からど

ういう質問をしようかということで準備を

して、調査・研究をしたり、あるいは視察

をしたりしているわけですね。そういうこ

とで、時間の配分も考えて臨もうとしてい

ます。議案が出されるのは、本会議の１週

間前ですよね。議案が出されて１週間の間

に、議案質疑の準備をするということで、

これはやるとしても「できる規定」で  会

派がそれぞれ代表して、提出議案について

質疑応答をする「できる規定」が望ましい

と思います。だから、議案が出たけれども、

本会議場で議案質疑はしないということも、

それはいいわけで、「できる規定」にして、

当然いろいろな議案に対する問題点なども、

質疑すればいいと思います。そしてなおか

つ、細かいことは各常任委員会ですればい

いことなので、どうしても本会議場で議案

の質疑が必要な場合にはできるという規定

のほうがいいと思います。参考にしたのは

上越市議会です。上越市議会では、議案質

疑があって、当局からの議案について当局

が説明する。議員提出の議案については、

議員が提出議案の説明をするというような
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ことになっていますので、私はやったほう

がいいというぐあいに思います。  

座長     ちょっと村石委員にお返ししますが、今の

富山市議会は、質疑をしてはだめだとか、

そういうことは全くないのです。ちゃんと

やっていますし、議員提案した場合には、

議員が質疑をかけていますし、それから、

臨時会も、一般質問はございませんが、質

疑については通告があればやっていますか

ら、少し誤解のないようにお願いします。 

赤星委員   一般質問と議案の質疑は、全く性質の異な

るものですので、以前分けていたように、

分けるべきだと思います。一般質問は、市

町村の政治行政全般にわたって市町村長の

方針、見解、事実の説明、報告を求めるも

のであり、議員は質問によって、政治、行

政などに関し、自己の意見を表明すること

ができます。一方で、議案の質疑は、具体

的な議案、施政方針、提案理由の説明など

に関する疑義をただすものですよね。なの

で、性格の違うものを一緒くたにやってい

ることが問題だと思います。以前、持論を

展開されたというのは、この違いについて

よくおわかりになっていない議員が、とう

とうと自分の意見を述べられたのではない
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かと思いますし、合併前の富山市議会では、

本会議での議案質疑も独立してありました。

それは、議員一人一人に議決権があります

が、自分の所属していない常任委員会に付

託される議案については、そこに所属して

いなければ疑義がただせないわけです。そ

れではいけないので、本会議において、一

人一人の議員が、議案の疑義をただす機会

を保障するというものでありますので、こ

れは御提案のとおり、別々に行ったほうが

正しいと思います。 

座長     今現在、一般質問と議案質疑は同時に行え

ることになっております。一括質問一括答

弁であれば、ちょっとやりにくいところも

あります。議案の質疑について 提案のあ

ったことについて、疑義をただすというこ

とについては展開が難しいので、一括質問

一括答弁では少し難しいかと思いますが、

一問一答方式の場合であれば、例えば冒頭

で、その疑義のある提案理由、あるいは予

算について、疑義をただしながら本題とし

て市政全般に大きく反映できるような、今

の形がかなりベターだというふうに  特に

これは一問一答方式の場合でありますけれ

ども、その展開はできるだろうというふう

に思います。他の委員で、何か意見はあり
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ますか。 

佐藤委員   かつて富山市議会でも、この議案質疑を分

けた経験がありまして、当時、勉強不足で

あった点は否めないと思うのですけれども、

私は申しわけないのですけれども、先ほど

来、皆さんおっしゃっておられますが、議

案の質疑については、当然今は、一般質問

並びに議案の質疑ということで、自由にで

きる制度にまた戻っておりますので、今ほ

ど座長がおっしゃったように、疑義をただ

すような展開も十分にあり得ます。ただ、

かつて私の会派も当然のことながら、議案

質疑が１日あったかと思うのですが、やら

せていただいた経験を思い出そうにも、正

直に言ってあまり思い出せないくらい、と

もすると何となく時間があって、質疑のた

めの質疑のような、非常に曖昧な、ある意

味では質疑しかできないという時間内で質

疑をするための質問を用意しなくてはいけ

ないというか、何かそのようなことだった

のかなという程度の  やはり今の現状では、

私どももその内容をまだしっかりと精査し

切れていないという点で、赤星委員のおっ

しゃるような、その趣旨がまだ理解できて

いないというようなことなのかもしれませ

んけれども、今、多くの新人議員の方もい
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らっしゃいますし、かなり今、自由な質問

がされていると思います。現状を踏まえて

みても、質疑等についても一般質問を十分

に利用しながら本会議、または、先ほど久

保委員がおっしゃったとおり、委員会でも

っと  自分が出ていない委員会でも、やは

りそれは会派なり、ほかの議員からでも、

声をかけて問題提起をしていただくとか、

現状をさらに利用していくというトーンで、

私はこれを分けると、利用の仕方が非常に

縛られるかなという点で、今の段階では、

この一般質問と議案の質疑を分けるという

ことについては、必要ないというふうに思

います。 

竹田委員   今、佐藤委員がおっしゃったように、私も

ほぼ同様な意見でございます。一般質問と

議案質疑、常任委員会の審議等々は、やは

り先ほど座長がおっしゃいましたように、

当議会の場合は、議案質疑と一般質問のい

ずれをしても可であるということで、柔軟

な対応ができるということです。今、議会

に課せられた役割なり使命は、もっと議論

を活性化することにまずあるのだと。私は

議案質疑の重要性は理解していますし、も

っともっと掘り下げて、本質的な問題にア

プローチしなければならない、また、する
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べきだと思っているのですが、まだまだ勉

強をしないといけない。皆さんもいろいろ

な自己認識はあると思うのですが、いずれ

にしても議案質疑については、いろいろな

角度からもう少し掘り下げて、当局の議案

の提案をそのまま追認することなく  いろ

いろな角度の問題があると思うのです。今

のところ制約なしにある程度自由に  だか

ら資質の向上と一口に言ってしまいますけ

れども、そういうことを念頭に、どんどん

どんどん絞って議論をしていくことが大切

なので、あまりこの入り口でこう言うのは、

時期尚早かというふうに私は思います。 

尾上委員   先ほど座長も言われたように、私も改めて

質問に対する勉強を  先ほども申しました

が  して来て、分けるということの必要性

を私は感じなかったのですけれども、例え

ば議案の質疑をして、自分の疑問に思って

いることがわかっても、それがあとにつな

がっていかない。例えば、もっと早く議案

の質疑だけを別の機会にやって、その聞い

たことを一般質問に盛り込んで広げていけ

るのならまた違うのかもしれませんけれど

も、もし本会議だけで、一般質問をする、

議案の質疑もするということになりますと、

議案の質疑をしたときの結果を何か一般質
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問に反映できるのかというと、なかなか難

しいところがあるのかなというふうに私は

思います。今のやり方のほうが、先ほど座

長も言われたとおり、疑義もただせて、そ

れが一般質問としての広がりを持たせられ

るというふうに、私は思っております。 

大島委員   最後に、例えば私みたいな１人会派ですと、

議案の質疑を一つ、二つして、五分、十分

で終わっても、３０分消費するというルー

ルになっていますので、その辺はまた御検

討いただきたいという、そういう思いもこ

の中には入っています。 

木下委員   皆さん、いろいろな御意見があろうかと思

います。確かに、現状の富山市議会のやり

方も、それはそれでいいとは思うのですが、

私の考えでは分けたほうが、今の状況では

いいかなと、そういう方向で考えていくこ

とがいいのかなと思っているのです。なぜ

かと言いますと、インターネット中継が始

まりました。私たちは内部の人間で多少知

識があるので、一般質問の中に議案の質疑

が盛り込まれていたとしても、それは判断

がつくのですけれども、全くの外部の市民

の方とか、知識のない方が見られたときに、

しっかりと区分けされている  議案の質疑
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だけをやりますとか、一般質問だけをやり

ますとか  性質も違いますから、分けられ

ているほうがすっきりと  分割質問分割答

弁の話もありましたけれども、何も知識の

ない方が見られたとしてもすっきりと、わ

かりやすいのかなと思うのですね。そうい

った対外的な意味でも、わかりやすいです

し、やる側の人間にとっても、確かに新し

いことなので、ある程度なれが必要だと思

います。議案だけを質疑する、一般質問は

市の当局の職務全般に関して質問するとい

うことで、始めると必ず、最初は難しい部

分もあると思うのですけれども、最終的に

は、なれが解決するだろうと思っておりま

して、私も実は、上越市議会の定例会の審

議日程をたまたま見ていたのですけれども、

分けてやっているところもありますから、

見る方がいかにわかりやすいかということ

も含めて、分けるのはありなのではないか

と考えています。  

上野委員   質問については、せんだっての議会改革検

討調査会でも別の項目でも出ていたと思う

のですけれども、そのたびに、質問の質の

向上が一番先にあるというふうに言われる

のですけれども、質問の質の向上というの

は、恐らく天井がないと思うのですね。そ
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ういった意味では、到達点というのはどこ

に示されるのかなというのが、一つ疑問点

として残るということと、これは私どもの

会派としても、一般質問と議案質疑は性質

が違いますし、時間数ということに関して

も絡めて検討していただきたいというふう

に感じています。この場で結論を出される

のであれば、今年度された後に再度検討し

ていただきたいというふうに思っています。  

座長     いろいろな御意見をいただきました。そも

そものところから始まって、性質が違うの

だという展開もありましたが、現状でその

ことの補完もできるだろうという御意見も

ありました。佐藤委員からも、もう少し深

掘りすべきところもあるのかなという御意

見もありました。ともかく、もう少しそれ

ぞれ  きょうは全部の会派が来ております

から、もう少し議論を深めていただきたい

と思います。分離したらどこまで深くなる

のか、本当に展開できるのか、形式だけな

のかということも含めて、各会派でもう少

し研究、研さんを積んでいただきたいと思

います。一応、今年度の本調査会では、こ

の議論はこれで終わりますけれども、ほか

に課題があるので、ともかく、研さんを積

んでください。  
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村石委員   今年度はしないということは、来年度はま

たこれは継続して協議しましょうというこ

とですか。  

座長     もっと深掘りをして、改めて必要だという

議論があれば、提案していただくというこ

とです。 

佐藤委員   先ほど私は経験上ということで  今、木下

委員からお話がありましたので、揚げ足を

取るつもりは毛頭ないのですが、ただ先ほ

ど述べたことは、市民から見てわかりやす

いというふうにおっしゃったのですが、現

実に質疑だけを行うということは、そこか

らのいろいろな展開に縛りがかかって、非

常に言いたいことが言えない、市民の代表

として、議員として、こういったことをや

ろうというような提案などがなかなかでき

ないということもあって、そういう意味で、

また研究をしてくださいという意味で、座

長は保留という言い方をされたのだろうと

思うのです。私はそういう経験から、今の

ところもっと自由に、新しい議員さんも今

は結構自由に質問をされていますので  昔

はいろいろな縛りの中で、私どもはやった

経験もあるので、そういう意味からして、

質を高めていく上でも、今ここで分離する

51



と、市民からわかりづらいというか、その

辺を私は危惧をしているということで理解

いただければというふうに思います。 

座長     今、経験者からお話がありました。私は経

験していないものですから。  

村石委員   いろいろな調査・研究を、双方がしていく

必要があるということで、これは継続して

協議をしていくというまとめをしていただ

きたいと思います。今年度する、しないで

はなくて、状況によっては、今年度話し合

いをしてもいいわけで、継続して協議する

項目にしましょうというまとめ方にしてい

ただきたいと思います。 

赤星委員   私も継続に賛成です。 

座長     継続という御提案がありましたが、このこ

とについて、他の委員の御意見を聞きたい

と思います。 

木下委員   確かに、本会議の形を変える大きな変化で

はあるので、即、判断がつくものではない

と思うのです。多角的にいろいろと議論を

していって、そういった意味では、継続的

に審議を続けていって、ほかの議会の様子
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なども勉強させていただけるなら、させて

いただいた上で、今の富山市議会でも導入

できるかどうか、話し合いを続けていって

もいいのではないかと、私は思います。 

久保委員   まず温故知新という言葉があって、先輩議

員が一度取り組まれたことを、先輩議員の

いろいろな経験のもとに、これをもう一度

もとに戻したという経緯を、まずはそこを

しっかりと学んで、それで改めて提案する

ことはいいのですが、私はほかにやりたい

ことがたくさんあって、何でも継続協議に

していくと  座長、この委員の任期は通常

１年でしたか。  

座長     はい。  

久保委員   その１年の、この議論の中で、何をやって

いかなくてはいけないのかということを、

もうちょっと絞っていくときに、臭い物に

ふたをしながら、何でも継続協議にしてい

くことは、市民からの理解は得られないと

思いますし、もっとほかに取り組むべき課

題があって、特に今回の件に関しては、諸

先輩議員からの意見をしっかりと聞いて、

当時はどうだったのかということがちゃん

とわかれば、なぜ、今の形になっているの
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かということも一つの成果だと思いますの

で、いつまでもこういう議論をせずに、私

はとにかく次へ、次へと進んでいっていた

だきたいと思います。  

大島委員   今の「臭い物にふた」という意味がちょっ

とわからないのですが、まず、この提案し

たことについて長期的課題に分類されたわ

けなので、ことし１年やってみて、何が質

問で何が議案質疑なのかということを、皆

さんにわかっていただいたり、最初は分離

していたものを一つにした意味も、久保委

員は恐らく御存じないのだろうと思うので

すが、そういうことも含めて、きちんと継

続的に審議をしていただきたいというのが、

私の思いでございます。 

押田委員   今も答えが出ないような感じになっていま

すけれども、先ほど出ました、現状のスタ

イルをどう利用していくかが、今の議員の

役目ではないかなというふうに思います。

私も議員歴は浅いですけれど、諸先輩方の

話を聞いていますと、決して議案質疑とい

うものが、今の本会議のスタイルでできな

いということもないでしょうし、先ほど出

ました委員会の活性化という形で、委員会

でも質問できる形を  申しわけないのです
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けれども、どうしても本会議で何か言いた

いのかなという感が、強く見えてきます。

ですから、もう１回もとに戻りますけれど

も、現状をうまく利用して、今のシステム

を使って、一般質問と議案質疑を絡めてい

くという形ではだめなのでしょうか。 

村石委員   重複しないように発言します。この議案質

疑を分ける目的の一つとして、大きくは、

開かれた議会ということが目的なのですね。

一つは、当局自身も議案質疑のところで  

一つの例ですが、きょう財務部長が説明し

たような内容を、市長みずからが議員に訴

えかける、市民にも訴えかけるということ

が、私は開かれた議会になると思うし、そ

の提案を受けて、議員が議案に対してどの

ように質疑をしていくのかについては、こ

ういうことがある、こういう問題があると

いうようなことが市民にもわかってもらえ

るということがあるので、決して臭い物に

ふたをするというような中身ではないと思

います。 

押田委員   その、市民に訴える  訴えるという言葉も

果たしてどうなのかと思いますけれども、

市民にわかりやすく説明をするという言葉

で私は話をさせていただきますけれども、
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先ほど言った、現状のシステムを利用して、

質疑でも一般質問でも、議員に与えられた

時 間 を 有 効 に 使 っ て  そ れ こ そ 先 ほ ど

「質」という言葉も出ましたけれども、そ

れに合わせてやっていくという形で、今、

委員会に関しては、まだそこまでになって

いないかもしれませんけれども、後々議事

録も出ます。そういった形を使っていく形

でいいのではないですか。 

佐藤委員   活発な意見が出ておりますが、先ほど座長

から言われたように、まず今年度について

は、これは現状のままということで、最初

に座長から示された分類でも長期的課題で

あるわけですから、まず今年度については

このまま  先ほど、ほかの委員がおっしゃ

っているように前へ進むためにも、全くこ

れは見直さないとかそういうことではなく

て、調査・研究しましょうという前提の上

で、今年度については現状どおりというこ

とでよろしいのではないでしょうか。 

上野委員   今、継続するかしないかということが論点

だと思いますので、今、佐藤委員がおっし

ゃったように、今年度はということで一区

切り置いて、改めて継続という形でされれ

ばいいのではないかなというふうに思いま
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す。  

座長     それでは、まとめさせていただきます。こ

の課題については、調査会では議題に上げ

ませんけれども、今、皆さんから提案があ

りました、なぜ一度こうやってもとに戻し

たのかということについては、今、議会事

務局にお願いをして、経過を調べてもらい

ます。それから現状で、村石委員や赤星委

員の言われるような課題が解決できないの

か、方式ではなく運用のところで、少しみ

んなに研究をしていただいて、機会があれ

ば発表していただこうと。ともかく、一旦

この協議については、事後は取り扱いませ

んが、そういう報告だとか、調査をしたも

のについての報告についてはさせていただ

きます。大きくは、これはずっと継続して

の課題であろうと思いますが、今年度の調

査会については、このように取りまとめて、

随時、何かあれば出していただくというこ

とでお願いしたいと思います。よろしいで

すか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

座長     それでは、そのようにさせていただきます。 

      最後になりますが、議会基本条例について
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であります。 

      このことについて、今後の検討材料として

いただくために、事務局に中核市の制定状

況を調査していただきました。その結果に

ついて、福原議事調査課長から説明しても

らいます。  

議事調査課長 〔資料「議会基本条例の制定状況及び項立

て一覧（中核市の状況）」により説明〕  

座長     今ほど少し簡略に説明をいただきましたが、

随分と調べていただきました。日本中の大

宗というふうに見ていただければいいので

はないかと思います。フリーに、少し意見

交換をさせていただきたいと思います。こ

れを見られて、何か所見とか、こうだなと

か、ここはやらないといけないという話が

あれば、意見を求めたいと思いますが、い

かがですか。 

竹田委員   やはり、議会基本条例は重要で、中心的な

テーマで、誰もが注目しているという内容

です。私は、ぜひ議会基本条例を制定すれ

ばいいという立場ですが、ただし、今すぐ

にできるかというところの議論が大事なの

で、つくったけれども、実際はつくっただ

けということになっては何の意味もないの
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です。やはり、床の間に飾っておくだけに

なっては、かえって逆効果 逆効果という

のは、議員なりのショックも大きいだろう

し、もう二度と取り組まなくなってしまう

という、だから、いいタイミングで、成熟

段階で、こういったものを取り上げていく

ということが必要です。だから、もう少し

私たち自身も、共通の場で勉強をしなくて

はいけないのではないだろうかなと。あく

までもフラットで  いわゆる先生方も、積

極派の先生もいれば  先生というのは、大

学の先生なり、シンクタンクの専門家です

が  あるいは、やや懐疑的な人もいるかも

しれない。両方の意見を聞いて、場合によ

ってはその中で、全国の中核市の中で一番

うまくいっている、そういうことが明確に

なれば、我々で視察に行くと、こういうこ

ともいいのではないかというような気がし

ております。いずれにしても言いたいこと

は、つくることは、成文化ですから、それ

なりにパワーをかければつくれる  もちろ

ん個々に議論をしながらつくるわけですが、

それは結果としてそういうようになってい

く。どっちかというと、鶏が先かというよ

うに、つくればそういうようになっていく

という問題ではありません。だから、自分

たちの力量、状況、成熟度、そういうこと
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をいろいろとしんしゃくしながら、慎重に

事を進める。制定状況は６５%ですか  別

に最後の１市になっても何も悪いことでは

ないのです。実質これ以上のことを、これ

と同等のことをやっていればいいわけです

から、何もそんなに極端な例を持ち出すま

でもなく、慎重にそのあたりを取り計らっ

たらいかがかと思います。 

大島委員   全く逆でございます。私は選挙で議会基本

条例の制定を公約に上げております。床の

間に今、何もない状態を、今の富山市の市

民が許すわけがないです。まず急いでやる

べき  拙速ではありますが、急いでやるべ

きだと思います。変えることはいつでもで

きます。まず今、床の間に天神様も何もか

かっていない状態こそが、この富山市議会

の異常さを表していると、私は感じており

ます。とにかくこの基本条例を 長期的課

題ということで分類されたことについては

非常に残念だというふうには思っているの

ですけれども、これは検討ではなくて、制

定まで必ず目指さなければいけないという

状態で、あくまで制定を目指す中で、皆さ

んが研さんをされて、切磋琢磨していいも

のを目指す、その姿こそが、今、富山市民

が求めておるものだと私は感じております。
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だから、竹田委員の御発言には非常に違和

感を感じます。  

尾上委員   本来、ここに書かれている内容というのは、

議員個人もしくは会派で、大体のことは、

皆さんやっておられる内容ばかりで、あえ

てこのものをつくる必要というのは、全く

ないのではないかと私は思うのですけれど

も、いろいろなことを考えて、先日、この

議会基本条例について勉強をしてまいりま

した。そんなに完璧なものというのは、な

かなかすぐにはできないというふうに思い

ますので、今、大島委員も言われたように、

なるべく早く  やはり基本となるようなも

のを、富山市議会の議会基本条例として  

そんなに高望みをしてもどうしようもない

ので、身の丈に合ったものをなるべく早く

制定して、市民に見えるようにすべきだと、

私は考えております。  

佐藤委員   この検討項目については、全ての会派が検

討項目に出しておりまして、きょうも議題

として座長から示していただいて、まずは

意見を聞こうということで、早速テーマに

なっているわけですから、大変ありがたい

と思います。ただ、拙速にということでは

なくて、これだけ事務局に調べていただい
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たとおり、幾つかの条例を僕も見ているの

ですけれども、十把一からげで、それぞれ

の議会で相当違う内容になっております。

単純にできるような代物ではないですし、

今回の議会改革検討調査会の項目について、

私どもも議会基本条例以外の内容を相当数

入れさせていただきました。一つ一つ検証

すると、例えば、議会のＢＣＰは設定して

いるところも設定していないところもある

し、大学とのパートナーシップだとか、そ

ういった専門的なものを入れるということ

を先進的に進めている議会もあれば、全く

それには触れていないところもある。今、

大きなものについては、とりあえず当面の

ものということで、事務局が４つほど色を

塗ってクローズアップしていただきました

けれども、それぞれ個性が全然違いますの

で、そういった意味で、まずは目的からだ

とか、何回も、いろいろな専門の方、もし

くは先ほどどなたかがおっしゃったように、

多少毛色が違うかもしれませんけれども、

いろいろな方の意見を聞いたり、勉強に行

ったり  先ほど共産党さんは、もう行かれ

たということですし、私も個人的には勉強

会にも行っています。ただ、会派としては

まだ行けていないということもありますの

で、これは本当に、どの会派でも同じよう
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に積極的に勉強をしていこうと。なおかつ、

できるだけ早く、富山に合った条例を制定

しようという思いは、大島委員もおっしゃ

いましたけれども、間違いなくみんな同じ

思いだと思いますので、そこからスタート

をしているということで、座長もきょう、

まずここにテーマを掲げていただいたと思

いますので、どういうふうにしっかりと具

体の議論を進めていくか、行きつ戻りつだ

とは思いますけれども、そういったことも

どうやって  一つずつのテーマでやってい

くのがいいのか  私は反問権ということも

言っていますけれども、厳しいことから、

実際には内容を正す程度の、今現在、富山

市議会でも、反問権と言えるかはわかりま

せんけれど  そこまで踏み込んだことを言

っていますので、一つ一つ丁寧な議論をし

て、富山市らしいものをつくるべきだと思

いますので、よろしくお願いします。 

上野委員   もうすでに、この議会改革検討調査会の検

討項目として、議会基本条例にかかわるよ

うな細かいトピックが既に上がっていると

思います。ただ、議会基本条例を制定する

のは、私どもは早めにしたいというふうに

思っていまして、どうしてかというと、第

１条、第２条がやはり重要だと思うのです。
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議会として、どういった目的で、この条例

を制定するのか。基本姿勢であったり、理

念であったりということを、議会として示

していく必要性があるというふうに思って

います。なので、細かいトピックのことに

関しては、もちろん随時変えていく必要も

あるでしょうし、実行した上で、またさら

に検討していく必要性はあるとは思うので

すが、まずは議会基本条例という形づくり

をしていく。そしてその上で、議員として

どういった形があるべきなのかということ

を示していく必要性があるのではないかと

思っています。  

久保委員   竹田委員が言われたことも、大島委員が言

われたこともわかるのですが、床の間の話

で言えば、模造品を飾っても仕方がないと

思うのですよ。これはやはり、富山市議会

にとってふさわしいと思う条例を掲げて初

めて  もちろんそれには、できるだけ、一

日も早く飾れるようにしようということは、

私は必要だと思うのです。その中で、やは

りこの議会改革検討調査会という会の中で、

議会基本条例について、どこまで突っ込ん

で議論をしていくのかということが、一つ

大きな課題に今後なっていくのではないか

なと思います。先ほど来、たくさんの提案
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があって、そういったものを議論していく

一方で、そういった中で、詳細なところま

で検討していくということになると、この

議会改革検討調査会の頻度であったりとか、

この議事録を残す事務局の負担等も考える

と、大変、議会改革が難しくなってくるの

ではないかということを、私自身は危惧し

ておりまして、私からの提案としては、例

えば、議会改革検討調査会としては、こと

し１年かけていろいろな講師を呼んで勉強

会を開いたり、個々の研鑽をしっかりと高

めていくということを取りまとめていただ

いて、新たに条例をつくるかつくらないか

も含めて、何か新しい検討委員会、特別委

員会を立ち上げて、その場でもっとこれに

特化した議論を重ねていくという形が、多

分１日も早く、市民の皆さんに、条例をど

うするべきかという議会の姿を見せられる

のではないかなと思っております。 

押田委員   この議会基本条例なのですけれども、今い

ただいた資料によれば、全体の４９％が、

逆につくっていない。また、中核市では３

５％がつくっていないということなのです

けれども、今、過半数を占めているのでつ

くったほうがいいのではないかとか、皆さ

んの思いで、つくったほうがいいのではな
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いかと言われていますけれども、つくって

いないところがなぜあるのか、不必要と思

っているところもあるのではないかと、逆

の視点から考えることも必要なのではない

かなと思います。もし本当に、そこまで必

要だということであれば、今、なぜないの

かということを、やっていないところから

聞いてみるという反対意見も必要なのでは

ないかなと思います。それと、できてよか

ったという例、なくて困ったという例はあ

るのかという、総合的な意味で、賛成論と

反対論を  今、久保委員が言われましたけ

れども  特化した委員会なり何なりで、両

方の意見を聞いた上でつくるのであれば、

ほかの都市のまねではなく、拙速でも稚拙

でもなく、富山市に合ったものをつくれば

いいし、もし必要がないと思えば要らない。

それを検討する委員会をつくるべきだと思

います。 

竹田委員   私は冒頭に、この議会基本条例については、

重要だと言いましたね。それで、必要だと

言いました。必要だと言ったのですが、つ

くっても床の間に飾ってしまってあると。

それが守られないということになると逆効

果であるというぐらいの発言をしたわけで

す。だから、大島委員が違和感を持ったと
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言われましたが、私も同様に違和感を  そ

ういうつもりで言ったわけではございませ

んので、つくって成果があってよかったと、

こういう姿を自信を持って、皆さん確信を

持ってやり遂げようよと。世の中に、法律

だとか憲法だとか条例だとかがいっぱいあ

りますが、それがあっても守られないこと

がたくさんあるから、いろいろと裁判所と

かが出てくるわけです。だから、拙速をや

めましょう、そして、横並びでやるのはや

めましょう、だから勉強しましょうと。積

極派で非常にうまくいっているケースも勉

強しましょう。あるいは、やや懐疑的でう

まくいっていないケースも 中核市の場合、

全国４８市のうちの６５％の中には、つく

ったけれどもつくっただけになっていると

いったことがあるのもやむを得ないわけで

して、そういう轍を富山市は踏んではいけ

ない。勢いでやってはだめだと、私はこう

いうことを言いたいわけです。このことを

御理解の上、議論を進めていただきたいと

いうように思います。  

赤星委員   私は久保委員がおっしゃいました、いろい

ろな先生を読んで勉強をすることに大賛成

ですし、先進的な議会にみんなで視察に出

かけることも、どんどんやったらいいと思
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っております。このことについては、昨年

いろいろな問題が出る以前から提案してき

ました。議会基本条例とはっきりと名称を

上げて提案をされたのは、最初は公明党さ

んが一番早かったと思います。私どもも議

会基本条例については北海道栗山町議会で

すとか、そういう事例を聞いて、必要だな

と思っていたのですけれども、当時の富山

市議会は、質問時間の制限の問題ですとか、

それ以前の問題がたくさんありましたので、

いきなり提案をしても全然だめだろうと。

竹田委員がおっしゃったように、その時点

でつくったとしても文字どおり、絵に描い

た餅になるぞと思いましたので、まずは勉

強をしようと。議会として、全体で学習会

を開きましょうというような提案をさせて

もらっていたのです。ところが、それさえ

却下されてきたのです。時間がたちまして、

いろいろな問題を乗り越えて、今こういう

ふうに、全ての会派から議会基本条例を検

討しようということが提案された。ここま

で進んできましたので、今さら必要ないと

か、そういうことはないと思うのですね。

もう制定を目指して、具体的にどういう会

議で進めていくのかとか、そういうことに

踏み込んでいく時期ではないかと思ってい

ます。 
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木下委員   今、赤星委員からも過去の経緯をお聞きし

まして、機が熟したと言いますか、富山市

議会にとっては、議会基本条例の話をする

のにいいタイミングなのではないかと思い

ます。昨年ああいったことがあって、イメ

ージも低下する中で、この市議会は変わら

ざるを得ないというか、変わるしかないと

私は思っていまして、そうした中で、この

議会基本条例を制定する流れになり、そし

てそれを実行するということが、改革の象

徴のように私は思うのです。これをつくっ

ていく中で、いろいろな議論が出てくると

思うのですけれども、そういったところで、

この議会は変わっていけると私は思います。

何回も繰り返すのですけれども、私は上越

市議会のホームページをよく見るのですが、

制定の過程を公開しているのですよね。こ

んな形でスタートをして、中間報告があっ

て、最終報告があって、なおかつ、至らな

いところが絶対に出てくるから、そこは改

正しましょうと、そういうことになってい

ます。その経過とか、議会基本条例自体も

ダウンロードして、どうぞ参考にしてくだ

さいというところまで来ているので、事務

局の方にもすごく丁寧に調べていただいた

のですけれども、他都市のホームページか

ら簡単にアクセスができて、そういった情
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報を入手できます。それぞれ性質は、中身

は違うと思います。それが入手できるので、

まずは勉強を進めていこうと。なおかつ、

前回もお話ししましたけれども、４年間の

中で実行までこぎつけて、その結果をもっ

て  議員たちが責任を持って考え、実行も

して、その結果をもって選挙に臨む。富山

市議会の審判を市民の皆さんに仰ぐという

ところまでこぎつけていきたいと思います

ので、お願いしたいと思います。基本条例

は、そこに「何々をするべきである」と書

き込めば、それが力を持つのです。拘束力

を持つ。議会の憲法と言われているだけあ

って力を持つので、そこに何を載せるのか

ということも、しっかりと吟味をして……。

あと、事務局の方につくってもらった資料

の中で、集計をした主な項目別の状況なの

ですけれども、市民とのかかわり・報告会

とか、市民とのつながり、開かれた議会の

内容について書いてあったり、もしくは、

議員間の討議を増やそうと、そういった内

部の討議を増やし、なおかつ外との関わり

を持つとか、内容的にもそういったことを

重視しているということが伝わってきます

し、私たちもそういったところを意識しな

がら議会基本条例の制定に踏み切るべきで

はないかと思っております。  
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村石委員   簡単に言います。１つは、議会基本条例と

いうのは全会派一致、また、議員個人個人

にとっても必要だと認識しているというこ

とを、再度確認をするということが１つで

す。２つ目には、ただ、いろいろな意見が

ありましたように、富山市に合った内容に

して、なおかつ決めた以上は、実行しなけ

ればいけないというような内容に高めてい

かなければいけないということがあると思

います。３つ目は、やはり市民にわかるよ

うにスケジュール  例えばの案ですけれど

も、議会基本条例を平成３０年度中につく

って、平成３１年度中に実施をする。実施

をして、なおかつやってみて、いろいろな

問題点があれば直す。直したもので、私た

ちにとって４年目の任期に実行していくと

いう、そういうことまでも頭に入れた上で、

制定をしていかなければならないのではな

いかと思っていますので、ぜひ座長、副座

長におかれては大まかなスケジュールとか、

あるいはこの場で検討するのか、そういう

検討委員会をつくるのかも含めて、どうや

って進めていくのかということを出してい

ただきたいというぐあいに思います。 

座長     ありがとうございます。今、いろいろと皆

さんから御意見がありました。最後、村石
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委員に念を押されたような格好でありまし

たが、多かったのは、勉強会をしていきま

しょうと。講師を招いてもいいし、視察に

行ってもいいというお話でありました。ぜ

ひそういう形で取り組みをさせていただき

たいと思います。この議会改革検討調査会

だけということではなくて 議長にそのこ

との意見をさせていただいて、議会全体と

して、調査なり、勉強会を 講師を招いた

りというようなことを企画してはどうかと

いうことを、議長に申し上げたいと思いま

す。ここで主催するというわけにはいきま

せんので、あくまでも議長にお願いをして

ということだと思います。それから、今後

のスケジュールを決めるということであり

ますけれども、勉強会をしながら、そのこ

とについて深めていきたいと思います。い

ずれそのことは効果が上がると、毎回毎回

の勉強会は無駄にはならないと思いますの

で、どうかひとつ御協力をお願いいたしま

す。深めると言っても、項目だけでも相当

ありますので、しかもそれぞれが市によっ

て違うということで、大変なボリュームだ

と思います。こちらとしても事務局にお願

いをしながら、まとめられるものについて

はまとめながら、集約できるものは集約し

ながら、また資料提示をさせていただきま
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す。また、各会派においても議論を深めて

いただいて、これがよかった、あるいは、

富山市議会にとってこれが必要だなという

ことがあれば、ここで発表をしていただい

て、助言をいただきたいというふうに思い

ますので、それぞれ  全会派がここには集

まっていますので、十分に深めていただい

て、御意見をいただきたいと思います。そ

のようにさせていただきます。 

      今も言いましたように、長期的な課題につ

いては、それぞれに御呈示をしていただい

たり、よかった点については、御提案をい

ただきたいと思っています。皆さんと深め

ていきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

      ほかに何か御意見はありますか。 

      〔発言する者なし〕  

座長     ないようですので、以上で本日の議会改革

検討調査会を閉会いたします。 
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